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（仮称）神楽山風力発電事業環境影響評価方法書の意見 

 

 

１ 全体的事項について 

⑴  環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）では、風力発電機の配置が未 

 定であるなど、内容が具体化されていないため、環境影響評価準備書（以下「準

備書」という。）においては、事業内容を具体化すること。 

   

⑵  事業の実施にあたっては、住居等の立地状況や地形並びに対象事業実施区域の 

 周辺における風力発電事業など多面的・複合的な視点から風力発電機の規模や配 

 置等を検討し、環境影響が最小となるよう計画すること。 

 

⑶  風力発電機、変電所並びに送電線等の附帯設備の位置、規模及び構造等につい 

 ては、調査、予測及び評価の結果に基づいて複数案を検討し、その結果を踏まえ 

 決定すること。 

なお、その検討結果を準備書に具体的に記載すること。 

 

⑷  環境影響評価を実施するにあたっては、必要に応じて専門家の助言を得ながら、 

最新の知見及び評価手法を採用するほか、調査、予測及び評価の手法、並びに予 

測及び評価結果の準備書への記載にあたっては、平易な表現を用い、理解しやす 

い内容とすること。 

また、環境影響評価を行う過程において、評価項目及び手法の選定等に係る事項

に新たな事情が生じた場合には、必要に応じて評価項目及び手法の見直しを行う等、

適切に対応すること。 

 

⑸  土木工事等で使用する建設機械の種類や数量、並びに工事用資材等の運搬に使

用する車両の種類、数量及び輸送経路等については、環境影響を予測、評価するに

あたって重要な事項であることから、その内容を準備書に具体的に記載するととも

に、大気質、騒音及び振動の予測及び評価において、当該事項の内容を適切に反映

すること。 

 

⑹  落雷や強風等による風力発電機の破損・倒壊事故が全国的に発生していること 

から、準備書において、その安全対策を具体的に記載するとともに、併せて、事 

故が発生した場合の復旧方法や風力発電機の耐用年数経過後の対応を具体的に記 

載すること。 

 

⑺  環境影響評価の手続においては、広く住民から募った有用な意見を事業計画に 

反映させていくことが重要であることから、準備書説明会の開催等にあたっては、

住民参加が幅広く図られるよう開催日時、開催頻度及び開催場所に配慮するとと 
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もに、開催の周知については複数の方法により実施すること。 

また、対象事業実施区域の周辺には、住居等が存在するため、事業の実施にあ

たっては、周辺住民の理解が不可欠であることから、周辺住民に対して、丁寧な

説明を行い、誠実に理解の醸成を図ること。 

 

⑻  環境影響評価に用いる既存の各種資料は、調査結果を評価する上で重要な指標

となることから、その収集整理にあたっては、内容を十分に精査し、評価に疑念

が生じないようにすること。 

 

⑼   環境影響評価に係る現地調査等は、地域住民の理解のもとに行うものとし、苦

情等が申し立てられた場合には、申立人及び関係機関等の指導に対して、誠意を

もって対応すること。また、施設の稼働後において苦情が申し立てられた場合に

おける環境保全措置を検討し、その結果を準備書に具体的に記載すること。 

 

⑽   対象事業実施区域の周辺では、他の風力発電事業が計画されていることから、

他の風力発電事業の影響を受けると予想される地域を調査地点として選定し、他

の風力発電事業との複合的な影響を準備書に具体的に記載するとともに、住民が

重大な影響を受けないよう適切に対応すること。 

なお、複合的な影響がない場合にあっても、その根拠を準備書に記載すること。 

 

⑾   風力発電機等については、安定した地盤上に建設されることが不可欠であるこ

とから、十分な地盤調査を実施し、その結果に応じて適切な施工計画を策定する

こと。 

 

２ 個別的事項について 

【大気質】 

  建設工事や工事用資材の輸送等に伴い発生する窒素酸化物、粉じん等については、

生活環境へ与える影響が大きいことから、風向・風速等の気象条件や地形等の地域特

性を考慮して調査地点を設定するとともに、予測地点を広範囲に設定すること。 

  

【騒音及び低周波音】 

⑴  対象事業実施区域の周辺には、住居や学校及び福祉施設等が存在し、「騒  

   音」及び「低周波音」による影響が懸念されることから、風力発電機の配置にあ 

   たっては、住居等との十分な離隔距離を確保すること。 

    また、低騒音型の機種を選定することなどにより、環境影響を回避する計画と

すること。 

 

⑵   施設の稼働時における「騒音」及び「低周波音」については、風向・風速等の

気象条件や地形等の地域特性に影響されることから、対象事業実施区域周辺の学 

や福祉施設等を調査地点として選定するとともに、予測地点を広範囲に設定する 

こと。 
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⑶  施設の稼働時における「低周波音」については、最新の知見を踏まえても不確 

実性が大きいことから、既存の風力発電機において「低周波音」に係る苦情の発

生している事例を調査し、その結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検討し、そ

の結果を準備書に具体的に記載すること。 

 

【水環境】 

⑴  風力発電機の基礎工事においてコンクリートが使用されることから、工事の実 

施時における「水の濁り」に加え、「pH（水素イオン濃度指数）」についても調 

査し、予測及び評価すること。 

   

⑵   対象事業実施区域及びその周辺は、いわき市水道水源保護条例により「水道水

源保護地域」に指定されていることから、土地の改変並びに風力発電機の設置工

事等で発生する土砂や濁水による水環境（水道水源）への影響を明らかにした上

で、適切な環境保全措置を検討し、その結果を準備書に具体的に記載すること。 

 

⑶  工事中の雨水排水等については、沈砂池により適切に処理するとしているが、 

沈砂池の規模にあたっては、対象事業実施区域周辺の地域観測所の雨量データ 

を参考として決定すること。 

また、当該沈砂池の維持管理の方法について準備書に記載すること。 

 

【動植物・生態系】 

⑴  動植物及び生態系については、対象生物の行動圏、分布域等を踏まえ、調査の 

 範囲、地点、期間、時期及び調査方法等を適切に設定すること。 

特に希少種が確認された場合には、調査範囲を広げるなど、より詳細な調査を 

実施すること。 

   

⑵  バードストライク（コウモリ類を含む。）については、対象事業実施区域及び 

 その周辺における生息・飛翔状況等の調査結果、他の風力発電事業における調査 

 結果、過去の衝突事例及び国の検討状況等、最新の知見に基づき、衝突リスクを 

 解析・評価するとともに、その結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検討し、そ 

 の結果を準備書に具体的に記載すること。 

 

⑶  動物に係る調査にあたっては、工事による排水の影響を受けるおそれがある沢 

  沿いの動物、底生生物等の状況が把握できるように調査地点を選定すること。 

 

⑷  対象事業実施区域には、猛禽類以外にも重要な鳥類が生息・繁殖している可能 

  性があることから、その行動範囲や生息状況及び繁殖・営巣状況について調査し、 

  予測及び評価すること。 

 

⑸  伐採跡地の植栽等については、現生植物を用いるなど、周辺地域と調和し、周 
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辺の生態系に影響を与えないような植物種の選定が必要であることから、伐採地 

 の周辺の植物の生育に及ぼす影響について調査し、予測及び評価を実施し、具体 

 的な植生計画について検討すること。 

 

⑹  工事の実施における土地の改変に伴い、表土の移動や改変箇所の裸地化等によ 

 り侵略的な外来植物種の生育域が拡大し、周囲の植生等に影響を及ぼすおそれが 

 あることから、土地改変を予定している区域及びその周辺における外来植物種の 

 生育状況を把握し、工事の実施によりその分布が拡大することのない施工方法を 

 検討すること。 

 

【廃棄物】 

⑴  対象事業実施区域内の造成工事における切土の部分、並びに切土高及び盛土高 

 を準備書において具体的に記載し、切土量及び盛土量をそれぞれ算出すること。 

  また、発生土を工事現場で一時的に保管する場合は、適切な環境保全措置を検 

 討し、その結果を準備書に具体的に記載すること。 

 

⑵  対象事業実施区域内の造成工事における発生土のみならず、対象事業実施区域 

 周辺のける道路新設・拡幅工事の発生土についても予測するほか、発生土につい 

ては、原則、現場での処理に努めること。 

     

【景観・人と自然の触れ合いの活動の場】 

⑴  景観の予測については、視覚的に比較し易いフォトモンタージュ等を用いて準 

 備書に具体的に記載すること。 

また、風力発電機などの設置にあたっては、自然に溶け込ませることとし、住

民に圧迫感や威圧感を与えることのないようにすること。 

 

⑵  景観に係る予測及び評価に基づき、風力発電機の配置見直しを含めた環境保全 

 措置を検討し、その結果を準備書に具体的に記載すること。 

 

⑶  景観に係る調査地点及び予測地点は、風力発電機の可視領域を踏まえ、より広 

 範囲に設定すること。 

 

⑷   対象事業実施区域周辺には、登山者などに親しまれている屹兎屋山や猫鳴山な

どがあることから、地元の登山愛好家や山岳会などから意見を聴取し、今後の事

業計画に反映すること。 

 

【風力発電機の影及び電波障害】 

⑴  風力発電機は、その影が住宅や農地等へ極力影響のないよう配置するとともに、 

 住宅又は農地等へ支障を及ぼすおそれがある場合は、適切な環境保全措置を講じ 

 ること。 
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⑵  山稜上において大型風量発電機が設置される場合、電波障害の発生が懸念され 

 ることから、事前に対象事業実施区域の電波状況を把握した上で、電波障害が生 

 じないよう風力発電機などを配置すること。  

 

【その他】 

⑴ 対象事業実施区域は、都市計画区域外であり、中山間地域の自然や農業・農村 

 環境を保全し、緑に抱えられた魅力ある地域づくりを促進していく区域である。 

また、市総合土地利用基本計画において、事業実施想定区域は「生活森林区域」、

「森林保全・育成区域」及び「農山村生活区域」と位置付けられており、自然保

全のため開発を適正に規制・誘導し、森林の育成に努め、豊かな自然に囲まれた

農山村集落の生活環境及び農産物の生産地を守るため、地域の実情に応じた土地

利用を図る区域とされていることから、風力発電機の配置や工事計画を検討する

際にあたっては十分配慮すること。 

 

⑵  一定規模以上の建築物や工作物等の新築、又は土地の形質の変更を行う場合  

には、「いわき市の景観を守り育て創造する条例」に基づき、大規模行為の届出 

が必要となることから、市都市計画課と協議すること。 

また、同行為のうち、特に規模が大きいものについては、景観への影響が顕著 

であるため、当該届出の前に事前協議書の提出が必要となることから、市都市計

画課と協議すること。 

更に、一定規模以上の敷地での風力発電機に附属する管理施設等の設置につい 

ては、市都市計画課と協議すること。 

加えて、都市計画区域外において、10,000㎡以上の土地の取引を行った場合は、 

「国土利用計画法」に基づき、届出が必要となることから、市都市計画課と協議す 

ること。 

  

⑶  対象事業実施区域内には、萩Ｃ遺跡（県遺跡番号 204400033）が所在しているこ 

 とから、事業を進めるにあたっては、市文化振興課と協議すること。  

 

⑷  風力発電機の輸送等による道路の破損・汚損等に留意するとともに、輸送にお 

 いて一般の通行等に支障が生じる場合には、通行止めの通知を行うなど適正に対 

 応すること。 

 

⑸  対象事業実施区域内には、森林整備に係る補助事業による整備地があることか 

 ら、事業を進めるにあたっては、市林務課と協議すること。 

     また、風力発電事業のために林道を使用する場合には、市林務課と協議するこ

と。 

 

⑹   風力発電機の防火対策並びに火災発生時の対策について検討し、その結果を準

備書に具体的に記載すること。 


